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一 般 会 計 

議案第１号 

令和２年度釧路市一般会計予算 

 

令和２年度釧路市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９９，５００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

２５，０００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　 歳　入

金 額
千円

1 市 税 20,913,075

1 市 民 税 9,083,809

2 固 定 資 産 税 8,328,564

3 軽 自 動 車 税 420,173

4 市 た ば こ 税 1,535,261

5 鉱 産 税 14,340

6 入 湯 税 166,002

7 都 市 計 画 税 1,364,926

2 地 方 譲 与 税 739,050

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 156,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 467,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 62,050

4 特 別 と ん 譲 与 税 32,000

5 航 空 機 燃 料 譲 与 税 22,000

3 利 子 割 交 付 金 12,000
1 利 子 割 交 付 金 12,000

4 配 当 割 交 付 金 34,000
1 配 当 割 交 付 金 34,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 17,000
1 株式等譲渡所得割交付金 17,000

6 法 人 事 業 税 交 付 金 96,000
1 法 人 事 業 税 交 付 金 96,000

7 地 方 消 費 税 交 付 金 3,960,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金 3,960,000

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,400
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,400

9 環 境 性 能 割 交 付 金 96,000
1 環 境 性 能 割 交 付 金 96,000

10 地 方 特 例 交 付 金 111,812
1 地 方 特 例 交 付 金 111,812

11 地 方 交 付 税 24,840,000
1 地 方 交 付 税 24,840,000

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 19,000
1 交通安全対策特別交付金 19,000

款 項

一 般 会 計
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金 額
千円

13 分 担 金 及 び 負 担 金 661,145
1 分 担 金 27,815

2 負 担 金 633,330

14 使 用 料 及 び 手 数 料 2,685,552

1 使 用 料 2,064,986

2 手 数 料 620,566

15 国 庫 支 出 金 20,323,032

1 国 庫 負 担 金 17,674,178

2 国 庫 補 助 金 2,610,887

3 国 庫 委 託 金 37,967

16 道 支 出 金 5,944,125

1 道 負 担 金 4,443,280

2 道 補 助 金 1,114,221

3 道 委 託 金 386,624

17 財 産 収 入 309,558

1 財 産 運 用 収 入 166,303

2 財 産 売 払 収 入 143,255

18 寄 附 金 1,102,420

1 寄 附 金 1,102,420

19 繰 入 金 1,825,874

1 基 金 繰 入 金 1,825,874

20 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

21 諸 収 入 5,080,389

1 延 滞 金 及 び 加 算 金 30,002

2 預 金 利 子 115

3 貸 付 金 元 利 収 入 4,072,924

4 受 託 事 業 収 入 40,512

5 雑 入 936,836

22 市 債 10,722,567

1 市 債 10,722,567

99,500,000歳 入 合 計

款 項

一 般 会 計
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　　　 歳　出

金 額
千円

1 議 会 費 335,696

1 議 会 費 335,696

2 総 務 費 4,796,796

1 総 務 管 理 費 4,636,782

2 徴 税 費 83,284

3 選 挙 費 66,685

4 監 査 委 員 費 10,045

3 民 生 費 33,402,414

1 社 会 福 祉 費 6,911,820

2 老 人 福 祉 費 832,146

3 児 童 福 祉 費 9,921,060

4 生 活 保 護 費 12,845,044

5 医 療 助 成 費 2,892,344

4 衛 生 費 4,387,681

1 保 健 衛 生 費 1,151,385

2 清 掃 費 3,236,296

5 労 働 費 108,427

1 労 働 費 108,427

6 農 林 水 産 業 費 1,104,180

1 農 業 費 692,503

2 林 業 費 309,731

3 水 産 業 費 101,946

7 商 工 費 5,446,598

1 商 工 費 5,446,598

8 土 木 費 6,317,694

1 土 木 管 理 費 23,283

2 道 路 橋 梁 費 2,389,719

3 河 川 費 287,411

4 都 市 計 画 費 65,990

5 公 園 費 870,164

6 住 宅 費 2,681,127

款 項

一 般 会 計
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金 額
千円

9 港 湾 費 1,562,591

1 港 湾 費 1,562,591

10 消 防 費 1,567,415

1 消 防 費 1,567,415

11 教 育 費 6,009,764

1 総 務 費 2,795,029

2 小 学 校 費 770,756

3 中 学 校 費 459,453

4 高 等 学 校 費 85,439

5 幼 稚 園 費 20,252

6 社 会 教 育 費 1,223,652

7 保 健 体 育 費 655,183

12 災 害 復 旧 費 16,000

1 農林水産業施設災害復旧費 4,000

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 12,000

13 公 債 費 13,038,204

1 公 債 費 13,038,204

14 諸 支 出 金 10,034,306

1 特 別 会 計 繰 出 金 9,535,496

2 基 金 償 還 金 498,810

15 職 員 費 11,282,234

1 職 員 費 11,282,234

16 予 備 費 90,000

1 予 備 費 90,000

99,500,000歳 出 合 計

款 項

一 般 会 計
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第２表　　債　務　負　担　行　為

事 項 期 間 限 度 額

千円

帳 票 印 刷 等 業 務 委 託 費 令和３年度から令和７年度まで １２２，７９９

養護老人ホーム等建 設協 力費 令和３年度 ４３４，２１３

法人立保育所等整備 費補 助金 令和３年度 １１５，７４５

新ごみ最終処分場整 備事 業費 令和３年度から令和５年度まで １，６０５，３８４

コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 補 助 金 令和３年度から令和７年度まで １５，０００

公 営 住 宅 等 建 設 費 令和３年度 １，１３４，７４９

市立美術館企画展開催費補助金 令和３年度 １１，０００

一 般 会 計
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第３表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

災 害 対 策 費 3,600

市 有 施 設

補 修 ・ 改 修 事 業 費

共 栄 ふ れ あ い セ ン タ ー

整 備 事 業 費

鉄 北 み ど り 会 館

解 体 事 業 費

ア イ ヌ 住 宅 改 良 資 金

貸 付 事 業 費

福 祉 施 設 整 備 協 力 費 79,700

老人福祉施設整備協力費 186,000 普通貸借

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 又は 　　　　　　５．０％以内

通 園 バ ス 購 入 費

証券発行

法 人 立 保 育 所 等

整 備 費 補 助 金  

中 部 子 育 て 支 援 拠 点

セ ン タ ー 施 設 整 備 費

松浦児童館解体事業費 13,000

夜 間 急 病 セ ン タ ー

医 療 機 械 器 具 整 備 費

高 等 看 護 学 院

施 設 整 備 事 業 費

火 葬 場 施 設 整 備 費 58,500

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

47,000

313,700

24,400

10,200

5,200

14,700

38,500

18,700

71,700

ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

一 般 会 計
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

釧 路 広 域 連 合 負 担 金 852,200

新 ご み 最 終 処 分 場

整 備 事 業 費

農 業 用 水 道 管 理 費 3,000

市 営 牧 場 整 備 費 163,200

農 道 管 理 費 9,000

水 産 生 産 基 盤

整 備 事 業 負 担 金

釧 路 工 業 技 術 セ ン タ ー

施 設 整 備 費

普通貸借

フィッシャーマンズワーフ

施 設 整 備 費 又は 　　　　　　５．０％以内

国設阿寒湖畔スキー場 証券発行

施 設 整 備 費

阿 寒 町 自 然 休 養 村

施 設 整 備 費

除 雪 グ レ ー ダ 購 入 費 20,800

市 道 整 備 事 業 費 684,100

低地帯浸水対策事業費 277,800

公 園 整 備 費 287,900

公 営 住 宅 等 建 設 費 1,157,400

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

76,900

17,400

8,100

13,700

56,200

9,900

ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

一 般 会 計
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

港 湾 施 設 整 備 費 196,700

国直轄港湾工事負担金 784,500

国直轄空港工事負担金 192,000

消 防 施 設 整 備 費 1,139,900

阿 寒 湖 義 務 教 育 学 校

整 備 事 業 費

ス ク ー ル バ ス 購 入 費 10,300

小 学 校 施 設 整 備 費 27,300

中 学 校 施 設 整 備 費 6,800

高 等 学 校 施 設 整 備 費 26,200

阿寒幼稚園改修事業費 9,800

博 物 館 施 設 整 備 費 44,300

市民文化会館施設整備費 38,200

阿 寒 町 総 合 運 動 公 園

施 設 整 備 費

水 道 事 業 会 計 出 資 金 343,000

過 疎 対 策 事 業 債

（ ソ フ ト 分 ）

臨 時 財 政 対 策 債 2,083,867

計 10,722,567 　

303,100

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

973,900

普通貸借

又は 　　　　　　５．０％以内

証券発行

20,200

ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

一 般 会 計
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特 別 会 計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

国民健康保険特別会計  





国民健康保険特別会計 

議案第２号 

令和２年度釧路市国民健康保険特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，９４１，９８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

１，０００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 収 入 16,941,985

1 国 民 健 康 保 険 料 2,605,210

2 国 庫 支 出 金 12,815

3 道 支 出 金 12,654,047

4 財 産 収 入 200

5 繰 入 金 1,650,726

6 繰 越 金 1

7 諸 収 入 18,986

16,941,985

歳　出

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 費 16,941,985

1 総 務 費 269,988

2 保 険 給 付 費 12,201,165

3 国 民 健 康 保 険 4,075,087

事 業 費 納 付 金

4 共 同 事 業 拠 出 金 5

5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 14

6 保 健 事 業 費 151,655

7 諸 支 出 金 241,071

8 予 備 費 3,000

16,941,985歳 出 合 計

項

項

款

款

歳 入 合 計

国民健康保険特別会計
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国民健康保険阿寒診療所事業特別会計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





国民健康保険阿寒診療所事業特別会計 

議案第３号 

令和２年度釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の国民健康保険阿寒診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６５，２８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

１５０，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 465,285

阿 寒 診 療 所 事 業 収 入 1 診 療 収 入 168,891

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,386

3 道 支 出 金 6,055

4 繰 入 金 267,083

5 諸 収 入 5,070

6 市 債 16,800

465,285

歳　出

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 465,285

阿 寒 診 療 所 事 業 費 1 総 務 費 340,586

2 医 業 費 92,355

3 公 債 費 31,844

4 予 備 費 500

465,285歳 出 合 計

款 項

歳 入 合 計

款 項

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計
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第２表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

 

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

普通貸借

医 療 機 械 器 具 整 備 費 16,800 又は ５．０％以内

証券発行
ただし、利率見直

し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計
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国民健康保険音別診療所事業特別会計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





国民健康保険音別診療所事業特別会計 

議案第４号 

令和２年度釧路市国民健康保険音別診療所事業特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の国民健康保険音別診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３１，５２７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

３０，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 331,527

音 別 診 療 所 事 業 収 入 1 診 療 収 入 87,247

2 使 用 料 及 び 手 数 料 642

3 道 支 出 金 4,183

4 繰 入 金 231,541

5 繰 越 金 1

6 諸 収 入 2,513

7 市 債 5,400

331,527

歳　出

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 331,527

音 別 診 療 所 事 業 費 1 総 務 費 286,061

2 医 業 費 43,080

3 公 債 費 1,986

4 予 備 費 400

331,527

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

国民健康保険音別診療所事業特別会計

- 30 -



第２表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

 

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

普通貸借

医 療 機 械 器 具 整 備 費 5,400 又は ５．０％以内

証券発行
ただし、利率見直

し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

国民健康保険音別診療所事業特別会計
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後期高齢者医療特別会計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





後期高齢者医療特別会計 

議案第５号 

令和２年度釧路市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５２２，０５７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

１００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入 2,522,057

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,818,906

2 繰 入 金 695,843

3 繰 越 金 1

4 諸 収 入 7,307

2,522,057

歳　出

金 額
千円

1 後 期 高 齢 者 医 療 費 2,522,057

1 総 務 費 25,531

2 後 期 高 齢 者 医 療 2,491,426

広 域 連 合 納 付 金

3 諸 支 出 金 5,100

2,522,057歳 出 合 計

款

款

歳 入 合 計

項

項

後期高齢者医療特別会計
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介 護 保 険 特 別 会 計 





介護保険特別会計 

議案第６号 

令和２年度釧路市介護保険特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 保険事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，０６３，４８９

千円と、介護サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２８，５

３９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

５００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

(保険事業勘定）

歳　入

金 額
千円

1 介 護 保 険 収 入 17,063,489

1 介 護 保 険 料 3,185,822

2 国 庫 支 出 金 4,084,243

3 支 払 基 金 交 付 金 4,379,770

4 道 支 出 金 2,458,129

5 財 産 収 入 1,787

6 繰 入 金 2,951,800

7 繰 越 金 1

8 諸 収 入 1,937

17,063,489

歳　出

金 額
千円

1 介 護 保 険 費 17,063,489

1 総 務 費 488,083

2 保 険 給 付 費 15,691,444

3 地 域 支 援 事 業 費 838,519

4 基 金 積 立 金 34,670

5 諸 支 出 金 10,773

17,063,489

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

介護保険特別会計
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(介護サービス事業勘定）

歳　入

金 額
千円

1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入 128,539

1 サ ー ビ ス 収 入 90,451

2 使 用 料 及 び 手 数 料 4,788

3 繰 入 金 30,519

4 繰 越 金 1

5 諸 収 入 980

6 市 債 1,800

128,539

歳　出

金 額
千円

1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 128,539

1 総 務 費 9,069

2 サ ー ビ ス 事 業 費 118,038

3 公 債 費 1,431

4 諸 支 出 金 1

128,539

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

介護保険特別会計
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第２表　　地　　　方　　　債

　（介護サービス事業勘定）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

 

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

普通貸借

訪 問 介 護 車 両 購 入 費 1,800 又は ５．０％以内

証券発行
ただし、利率見直

し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

介護保険特別会計
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魚揚場事業特別会計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





魚揚場事業特別会計 

議案第７号 

令和２年度釧路市魚揚場事業特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の魚揚場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６５，９６６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

１００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 魚 揚 場 事 業 収 入 265,966

1 使 用 料 及 び 手 数 料 62,149

2 財 産 収 入 2,009

3 繰 入 金 43,075

4 諸 収 入 8,533

5 市 債 150,200

265,966

歳　出

金 額
千円

1 魚 揚 場 事 業 費 265,966

1 事 業 費 264,576

2 公 債 費 890

3 予 備 費 500

265,966歳 出 合 計

款 項

歳 入 合 計

款 項

魚揚場事業特別会計
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第２表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

 

施 設 整 備 費

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

普通貸借

150,200 又は ５．０％以内

証券発行
ただし、利率見直

し方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について、利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率

魚揚場事業特別会計
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駐車場事業特別会計 





駐車場事業特別会計 

議案第８号 

令和２年度釧路市駐車場事業特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２３，９９８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

１００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 駐 車 場 事 業 収 入 123,998

1 事 業 収 入 122,533

2 財 産 収 入 594

3 諸 収 入 871

123,998

歳　出

金 額
千円

1 駐 車 場 事 業 費 123,998

1 事 業 費 118,998

2 予 備 費 5,000

123,998歳 出 合 計

項

款

款

歳 入 合 計

項

駐車場事業特別会計
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動物園事業特別会計 





動物園事業特別会計 

議案第９号 

令和２年度釧路市動物園事業特別会計予算 

 

令和２年度釧路市の動物園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８２，９０４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、    

１００，０００千円と定める。 

 

 

  令和２年２月２８日提出 

 

 

釧路市長 蝦 名 大 也   
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 動 物 園 事 業 収 入 382,904

1 使 用 料 及 び 手 数 料 60,456

2 道 支 出 金 750

3 財 産 収 入 68

4 寄 附 金 1

5 繰 入 金 321,565

6 繰 越 金 1

7 諸 収 入 63

382,904

歳　出

金 額
千円

1 動 物 園 事 業 費 382,904

1 事 業 費 358,217

2 公 債 費 21,687

3 予 備 費 3,000

382,904

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

動物園事業特別会計
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企 業 会 計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

病 院 事 業 会 計 





病院事業会計 

議案第１０号 

 

令和２年度釧路市病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数 ６４３床 

ア 一 般 病 床 ５３５床 

イ 精 神 病 床 ９４床 

ウ 感 染 症 病 床 ４床 

エ 結 核 病 床 １０床 

（２）患 者 数 

区   分 年 間 延 患 者 数 一 日 平 均 患 者 数 
 人 人

入 院 患 者 

外 来 患 者 

１９２，３５５ 

３２４，７６４ 

５２７ 

１，３３１ 

計 ５１７，１１９ １，８５８ 

（３）主要な建設改良事業 

  ア 院 舎 改 修     １０，１９７千円 

イ 医 療 機 械 等 整 備  １，６８３，３００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 病 院 事 業 収 益 １８，４６１，９４７千円 

第１項 医  業  収  益 １６，５３７，６２４千円 

第２項 医 業 外 収 益 １，６９６，７８７千円 

第３項 高 等 看 護 学 院 収 益 １０７，５３５千円 

第４項 特 別 利 益 １２０，００１千円 

支      出 
第１款 病 院 事 業 費 用 １８，４３８，１７５千円 

第１項 医  業  費  用 １７，９５２，５５７千円 

第２項 医 業 外 費 用 ２２４，２９２千円 

第３項 高 等 看 護 学 院 費 用 １０７，５３５千円 

第４項 特  別  損  失 １５３，７９１千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額 
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に対し不足する額６８３，７４２千円は、当年度分資本的収支調整額２，０５４千円及び過

年度分損益勘定留保資金６８１，６８８千円で補塡するものとする。）。 

収      入 
第１款 資 本 的 収 入 １，６９３，９０６千円 

第１項 企 業 債 １，６９３，４００千円 

第２項 固 定 資 産 売 却 代 金 １千円 

第３項 寄 附 金 １千円 

第４項 投 資 ５０４千円 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ２，３７７，６４８千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，７０３，１８０千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ６１１，２３４千円 

第３項 投 資 ６３，０２４千円 

第４項 基 金 積 立 金 １０千円 

第５項 道補助金消費税返還金 ２００千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 
 千円    

院 舎 増 改 築 費

 

医療機械等整備費

１０，１００

１，６８３，３００

普通貸借 

 

又 は 

 

証券発行 

５．０％

以内

 
ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率 

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら据置期間を含め３

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。 計 １，６９３，４００  

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 
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（１）職 員 給 与 費 ８，７０１，４３８千円 

（２）交 際 費 １，０００千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、３，２７４，４０４千円と定める。 

（重要な資産の取得） 

第１０条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種   類 名       称 数 量 

医  療  機  械 

医 療 情 報 シ ス テ ム 

超 電 導 磁 石 式 全 身 用 Ｍ Ｒ 装 置 

外 科 用 内 視 鏡 シ ス テ ム 

錠 剤 分 包 機 

１ 式 

１ 式 

１ 式 

１ 式 

 

令和２年２月２８日提出 

 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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水道事業会計 

議案第１１号 

 

令和２年度釧路市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）総  配  水  量 ２０，７５７千㎥ 

（２）一 日 平 均 配 水 量 ５６，８６８㎥ 

（３）給  水  戸  数 ９１，３５５戸 

（４）主要な建設改良事業 

ア 管 路 布 設 ３，４８４ｍ 

イ 浄 水 場 整 備          ４か所 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 水 道 事 業 収 益 ５，３２８，２４９千円 

第１項 営 業 収 益 ４，８６６，９４１千円 

第２項 営 業 外 収 益 ４６１，３０８千円 

支      出 
第１款 水 道 事 業 費 用 ４，４４２，６２９千円 

第１項 営 業 費 用 ４，１４８，５２８千円 

第２項 営 業 外 費 用 ２９４，１０１千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，９２９，６９４千円は、当年度分資本的収支調整額２４９，０５２千

円、当年度分損益勘定留保資金１，８６２，３７８千円、減債積立金４４９，５７９千円及

び建設改良積立金３６８，６８５千円で補塡するものとする。）。 

収      入 
第１款 資 本 的 収 入 ２，２９１，２９８千円 

第１項 企 業 債 １，４６８，１００千円 

第２項 出 資 金 ３４３，０００千円 

第３項 他 会 計 負 担 金 ４０，４２８千円 

第４項 工 事 負 担 金 ３７０千円 

第５項 国 庫 補 助 金 ４３９，４００千円 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ５，２２０，９９２千円 

第１項 建 設 改 良 費 ３，６３６，３０４千円 
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第２項 企 業 債 償 還 金 １，５８４，６８８千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総  額 年度 年 割 額 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

愛 国 浄 水 場

構 内 連 絡 管

布 設 工 事

千円  

令和２ 

千円

２２，０００

４９５，０００

 

令和３ ４４，０００

 

令和４ １８７，０００

 

令和５ ２４２，０００

導 水 管 路

基 本 設 計 業 務
５１，１５０

 

令和２ ２５，５７５

 

令和３ ２５，５７５

導 水 管 路

環 境 調 査 業 務
４６，１５６

 

令和２ ２３，０７８

 

令和３ ２３，０７８

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 
千円  

上 水 道 第 ３ 回

拡 張 事 業 費
７８２，３００

普通貸借 

 

又 は 

 

証券発行 

５．０％

以内

 
ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率 

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら据置期間を含め４

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。 

上 水 道 配 水 管

整 備 事 業 費
４９１，３００

上 水 道 浄 水 場

施設整備事業費
１５３，９００

簡 易 水 道

整 備 事 業 費
４０，６００

計 １，４６８，１００  

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、 
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又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

（１）職 員 給 与 費 ７２６，９５５千円 

（２）交  際  費 １００千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、３００，０００千円と定める。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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工業用水道事業会計 

議案第１２号 

 

令和２年度釧路市工業用水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 事 業 所 数 ４か所 

（２）総 給 水 量 ３，１５６千㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量 ８，６４６㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

ア 非常用発電機更新          １式 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 工業用水道事業収益 ７３，７６６千円 

第１項 営 業 収 益 ６５，９５６千円 

第２項 営 業 外 収 益 ７，８１０千円 

支      出 
第１款 工業用水道事業費用 ６０，６１５千円 

第１項 営 業 費 用 ５９，８８４千円 

第２項 営 業 外 費 用 ７３１千円 

（資本的支出） 

第４条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額９４，０７０千円は、当年度分資本的収支調整額８，３１４千円及び過年度分損益

勘定留保資金８５，７５６千円で補塡するものとする。）。 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ９４，０７０千円 

第１項 建 設 改 良 費 ９１，４５４千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，６１６千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな
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い。 

（１）職 員 給 与 費 ９，８７５千円 

 

令和２年２月２８日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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農業用簡易水道事業会計 

議案第１３号 

 

令和２年度釧路市農業用簡易水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市農業用簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）総  配  水  量        ６８千㎥ 

（２）一 日 平 均 配 水 量 １８６㎥ 

（３）給  水  戸  数 ６５戸 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 農業用簡易水道事業収益 ２８，５０６千円 

第１項 営 業 収 益 ６，２７７千円 

第２項 営 業 外 収 益 ２２，２２９千円 

支      出 
第１款 農業用簡易水道事業費用 ２９，１１０千円 

第１項 営 業 費 用 ２８，８５８千円 

第２項 営 業 外 費 用 ２５２千円 

（資本的支出） 

第４条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額３，５３９千円は、当年度分資本的収支調整額２６千円及び当年度分損益勘定留保

資金３，５１３千円で補塡するものとする。）。 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ３，５３９千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２７８千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ３，２６１千円 

 （特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に属する債権及び

債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ５４０千円及び３，８４０千円で

ある。 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、２０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 
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（他会計からの補助金） 

第７条 農業用簡易水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１２，

３７５千円である。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

釧路市長 蝦 名 大 也  
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下水道事業会計 

議案第１４号 

 

令和２年度釧路市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）総  処  理  水  量 ２９，７６１千㎥ 

（２）主要な建設改良事業 

ア 管 渠 布 設 １，５３８ｍ 

イ 処 理 場 整 備 ６か所 

ウ ポ ン プ 場 整 備 ４か所 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業外費用中支払利息

の財源に充てるため、下水道事業債（特別措置分）２１，２００千円を借り入れる。 

収      入 

第１款 下 水 道 事 業 収 益 ７，６７５，５３１千円 

第１項 営 業 収 益 ５，２４５，１０７千円 

第２項 営 業 外 収 益 ２，４３０，４２４千円 

支      出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用 ６，３２３，４０９千円 

第１項 営 業 費 用 ５，７８４，５９４千円 

第２項 営 業 外 費 用 ５３８，８１５千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，１８６，５９６千円は、当年度分資本的収支調整額１１１，１６５千

円で補塡し、なお不足する額２，０７５，４３１千円は、一時借入金で措置するものとする。）。 

収      入 

第１款 資 本 的 収 入 ２，３９１，１７６千円 

第１項 企  業  債 １，５２２，３００千円 

第２項 国 庫 補 助 金 ８３０，９００千円 

第３項 他 会 計 補 助 金 ２８，４４０千円 

第４項 分担金及び負担金 ９，５３６千円 

支      出 

第１款 資 本 的 支 出 ４，５７７，７７２千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２，２５１，４６９千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，３２３，１５３千円 

第３項 国庫補助金返還金              ３，１５０千円 
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下水道事業会計 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円    

下水道建設事業費

 

資本費平準化債

 

下 水 道 事 業 債

（特別措置分）

１，２３４，２００

１５０，０００

１５９，３００

普通貸借 

 

又 は 

 

証券発行 

 

５．０％

以内

 
ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率 

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら据置期間を含め４

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。 計 １，５４３，５００  

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

（１）職 員 給 与 費 ４４８，３８１千円 

（２）交  際  費 １００千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業の建設事業費及び汚水処理費等支払のため、一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、２８，４４０千円及び２３６，２８０千円である。 

 

令和２年２月２８日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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公設地方卸売市場事業会計  
 





公設地方卸売市場事業会計 

議案第１５号 

令和２年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市公設地方卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）経 常 業 務 

ア 青 果 物 取 扱 高  ９９億円 

イ 花 き 取 扱 高  ５億円 

ウ 市 場 施 設 売 場 ６，４０４㎡ 

 貸 室 ２，２１６㎡ 

（２）主要な建設改良事業 

   ア 雨水管汚水管等改修 ２５，９３８千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 市 場 事 業 収 益 １５０，５９３千円 

第１項 営 業 収 益 ６７，４７７千円 

第２項 営 業 外 収 益 ３５，１１６千円 

第３項 特 別 利 益            ４８，０００千円 

支      出 
第１款 市 場 事 業 費 用 １１８，２２６千円 

第１項 営 業 費 用 １１４，０６０千円 

第２項 営 業 外 費 用 ４，１６６千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額１９，４６２千円は、過年度分資本的収支調整額１１，５８６千円及び減

債積立金７，８７６千円で補塡するものとする。）。 

収      入 
第１款 資 本 的 収 入 ３６，９３２千円 

第１項 企 業 債            ２５，９００千円 

第２項 他 会 計 補 助 金 １１，０３２千円 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ５６，３９４千円 

第１項 建 設 改 良 費            ３４，３３０千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ２２，０６４千円 
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公設地方卸売市場事業会計 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円    

雨水管汚水管等

改 修 工 事 費
２５，９００

普通貸借 

 

又 は 

 

証券発行 

５．０％

以内
 

ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率 

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら措置期間を含め４

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。 
計 ２５，９００

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

（１）職 員 給 与 費 １０，０６２千円 

（２）交 際 費 １０千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 企業債元金の償還及び営業費用等支払のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、１１，０３２千円及び１７，４３９千円である。 

 

令和２年２月２８日提出 

 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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港 湾 整 備 事 業 会 計 
 





港湾整備事業会計 

議案第１６号 

 

令和２年度釧路市港湾整備事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和２年度釧路市港湾整備事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）経 常 業 務 

ア 上 屋 上屋貸付 １２棟 

 オープンヤード貸付 １０５，７０９㎡ 

イ 船 舶 給 水 年間給水量 ３７，４４０㎥ 

ウ 荷 役 機 械 石炭荷役機械貸付 １基 

 ガントリークレーン貸付     １基 

エ 土 地 売 却 売却面積 西港区       ２５，１００㎡ 

オ 土 地 賃 貸 貸付換算面積       ２３４，５６９㎡ 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 施 設 運 営 事 業 収 益 ５２５，９５９千円 

第１項 営 業 収 益 ５１９，３２７千円 

第２項 営 業 外 収 益 ６，６３２千円 

第２款 埋 立 事 業 収 益 ３１５，１３６千円 

第１項 営 業 収 益 ３１５，１３６千円 

合 計 ８４１，０９５千円 

支      出 
第１款 施 設 運 営 事 業 費 用 ６１１，６６５千円 

第１項 営 業 費 用 ５５３，８８７千円 

第２項 営 業 外 費 用 ５７，７７８千円 

第２款 埋 立 事 業 費 用 ２２６，０６７千円 

第１項 営 業 費 用 ２０１，７６０千円 

第２項 営 業 外 費 用 ２４，３０７千円 

合 計 ８３７，７３２千円 

（資本的支出） 

第４条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額１８５，７０４千円は、当年度分資本的収支調整額６０千円及び過年度分損益勘定

留保資金１８５，６４４千円で補塡するものとする。）。 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 １８５，７０４千円 
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港湾整備事業会計 

第１項 建 設 改 良 費 ６６０千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 １８５，０４４千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。 

（１）職 員 給 与 費 ４２，９４１千円 

 

令和２年２月２８日提出 

 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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